
改正後の学校法人会計基準の適用に係るスケジュール

R7/4 

準備期間 新会計基準の施行

R7/5末

② R6年度計算書類の作成 ・・・ 旧会計基準を適用
R6年度末の財産目録の作成 ・・・ 従来の方法により作成（※会計基準に経過措置を規定）

R8/6末

③ R7年度計算書類の作成 ・・・ 新会計基準を適用

R6/4 R6/2R5/12 

法人への
周知

省令
改正

① R７年度予算の作成 ・・・ 新会計基準を踏まえて作成（※様式等は法定されていない）

① ② ③

資料１


